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第１回 中央区緑化推進委員会 議事概要 

 

【出席者】 

 学識経験者：鈴木委員長、木下委員 

 区民・事業者代表：中島委員、岸本委員、田中委員（欠席：濱﨑委員） 

 オブザーバー：加藤智康 

 区職員：浅沼委員、望月委員、松岡委員 

 事務局： 水とみどりの課、（株）エイト日本技術開発 

 

【配布資料】 

・資料-1：緑の基本計画の進捗状況 

・資料-2：中央区グリーンインフラガイドライン（仮称）の策定について 

・参考資料-1：中央区グリーンインフラガイドライン（仮称）策定の実施方針（案） 

・参考資料-2：中央区の課題とグリーンインフラ機能の整理 

・参考資料-3：中央区基本計画 2018 計画の体系図 

・参考資料-4：中央区花咲く通信 

 

 

 

 第１回 中央区緑化推進委員会の主な意見内容を示す。 

 

１．緑の基本計画の進捗状況について 

鈴木委員長 花咲く街角ボランティアの活動はもっと中央区らしい、親しみのある名称

にしてもよいのではないか。 

木下委員 保育園と一体的な立体都市公園として整備した水谷橋公園の取組みについ

て、中央区のような高密度の立地では有効な制度だと思う。 

岸本委員 桜川屋上公園では周辺からの騒音苦情が出たことがあったが、水谷橋では

そのようなことは出ているかどうか。 

（区回答：現時点では苦情等は出ていない） 

 

  

参考資料-1 
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２．中央区グリーンインフラガイドラインについて 

鈴木委員長  グリーンインフラの最も重要なポイントは、それによって豊かな生活

空間が形成されるというところ、これを区民が実感できるようにして

いかないといけない。 

 海外のグリーンインフラの代表的な事例とされる NY のハイラインは、

実のところ地域に昔からあった資源を見直し再生させたもので、歴史

や文化の継承の豊かさを示す事例でもある。中央区においても、本来

土地が持っていた良さや自然などを回復するような取り組みができる

とよいと思う。 

 中央区の 3つの地域（日本橋・京橋・月島）ごとのグリーンインフラ

の在り方を考えていく必要がある。 

 ガイドラインそのものとは別に、このガイドラインやグリーンインフ

ラの考え方が浸透するような伝達方法、PR を区民に対して広く実施し

ていく必要がある。 

木下委員  グリーンインフラの普及というのは非常に難しい点で、区民が自分の

こととして考えられるように分かりやすく表現していく必要があると

思う。グリーンインフラによってこういう風にまちが魅力的になる、

快適になるという部分を伝えていけるようにすべき。 

 中央区の商いのまちとしての性質を踏まえると、商業振興・産業振

興・観光と絡めたグリーンインフラは大きな PR のポイントになるので

はないか。 

 個別の整備事業にとどまらず、エリアマネジメントの範囲でグリーン

インフラを取り入れて魅力向上、商業振興につなげていくような取り

組みをぜひ具体的に進めていければと思う。 

 グリーンインフラの機能として、アメリカなどでは水質浄化が重要な

要素となっている。東京 23 区も合流式下水道が残っており、中央区の

河口に位置する立地を踏まえて浄化機能に配慮した設計を取り入れて

いきたい。 

田中委員  今、福島などの被災地や日本各地から苗を取り寄せて区内に植樹する

取組をやっている。今後の中央区の開発の方向性は KK 線跡地の緑道化

など、将来にわたり大規模なものになるので、そういったものを拡大

して連携していけるとよい。 

 コロナ禍を受けて今後、屋外、緑のあるオープンスペースで過ごすこ

とがより身近になってくると思う。地域のコミュニティの場であると

か、そういった緑の活用の仕方も考えていくべきではないか。 

 台東区では隅田川のテラスを有効活用し、京都の川床のような使い方

を考えている。 
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岸本委員  月島を中心としたエリアは今後再開発が進み、住民が非常に増えてい

くことが予想される。そういった場所で、新しい住民や子どもたちに

も身近に感じられるような、一般の人が参加しやすい取組を示してい

けるとよい。 

中島委員  身近でも緑の基本計画はあまり浸透していない印象がある。グリーン

インフラについても、ヒートアイランドや低炭素などの環境問題との

関係やどんな活動を実際にやるかなど、区の広報を通じて多くの人の

目に触れるようにしていかないといけない。 

加藤オブザーバー  ニューヨークの事例では、市の街路樹管理のデータ全てを位置情報

（GIS）に落とし込み、剪定や枯損の記録の管理を行っている。中央区

の中でそのような手法を今後検討できるのではないか。 

 大規模再開発が注目されやすい一方で、中央区は低層中層のビルも非

常に多く、そういった既存の箇所の屋上緑化を推進していくことが緑

被率のアップにもつながるのではないか。 

 ガイドラインとしてはどのような設備を入れて、どれくらいのコスト

で緑地ができるというような部分も併せて示していけるとよい。 

事務局  屋上緑化は過年度に基準を緩和するなど、新設・既設問わず制度の活

用を進めているところである。 

 亀島川護岸や壁面の緑化については当初、緑の確保の観点で実施して

いたが、カルガモが住み着くなど生物多様性の面からも結果が出てき

ている。 

 緑の基本計画策定に当たり緑化重点地区の指定を行い、認定市民緑地

制度など新たな国の制度を活用した官民連携の取組みについても事業

者から色々打診が来ているところである。 

 

 


